
CC1：自己資本の構成に関する開示　（三菱UFJ信託銀行・連結） （単位：百万円、％）

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額 1,981,987 1,963,758

うち、資本金及び資本剰余金の額 805,904 805,904
うち、利益剰余金の額 1,476,083 1,467,771
うち、自己株式の額（△） 299,999 299,999
うち、社外流出予定額（△） - 9,917
うち、上記以外に該当するものの額 - -

普通株式に係る新株予約権の額 - -
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 354,166 330,299 (a)
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 2,548 2,369
普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 （イ） 2,338,702 2,296,426

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目

375,987 379,692

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 196,499 199,608

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの以外のものの額

179,488 180,084

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 30 2
繰延ヘッジ損益の額 △ 33,352 △ 25,346
適格引当金不足額 7,046 3,920
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -

- -

退職給付に係る資産の額 330,780 317,268

- -

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
少数出資金融機関等の普通株式の額 - -
特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

その他Tier1 資本不足額 - -
普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 680,492 675,537

普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 1,658,209 1,620,889
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CC1：自己資本の構成に関する開示　（三菱UFJ信託銀行・連結） （単位：百万円、％）

別紙様式
第十四号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2023年6月末 2023年3月末

その他Tier1 資本に係る基礎項目
31a その他Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
31b その他Tier1 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額 182,500 149,500

- -

その他Tier1 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 574 535

- -

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調
達手段の額

- -

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除
く。）の発行する資本調達手段の額

- -

その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 （ニ） 183,074 150,035
その他Tier1 資本に係る調整項目

自己保有その他Tier1 資本調達手段の額 - -

- -

少数出資金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
その他金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
Tier2 資本不足額 - -
その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） - -

その他Tier1 資本
その他Tier1 資本の額（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 183,074 150,035

Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 1,841,284 1,770,924

Tier2 資本に係る基礎項目
Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る負債の額 268,281 269,857
特別目的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - -
Tier2 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 734 683

- -

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調
達手段の額

- -

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除
く。）の発行する資本調達手段の額

- -

98 98

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 98 98
うち、適格引当金Tier2 算入額 - -

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 269,115 270,638
Tier2 資本に係る調整項目

自己保有Tier2 資本調達手段の額 - -

- -

- -

0 0

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 0 0
Tier2 資本

Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 269,114 270,638
総自己資本

総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 2,110,399 2,041,563
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別紙様式
第十四号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2023年6月末 2023年3月末

リスク・アセット
リスク・アセットの額 （ヲ） 10,788,166 9,875,319

連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.37% 16.41%
連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 17.06% 17.93%
連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 19.56% 20.67%

調整項目に係る参考事項

70,541 63,348

51,148 44,222

- -

38,198 43,836

Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 98 98
一般貸倒引当金に係るTier2 資本算入上限額 9,706 10,202

- -

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 43,406 40,232
資本調達手段に係る経過措置に関する事項

適格旧Tier1 資本調達手段に係る算入上限額 - -

- -

適格旧Tier2 資本調達手段に係る算入上限額 - -

- -
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適格旧Tier2 資本調達手段の額から適格旧Tier2 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目
不算入額

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式
に係る調整項目不算入額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに
限る。）に係る調整項目不算入額

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目
不算入額

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業
法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポー
ジャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下
回る場合にあっては、零とする。）

適格旧Tier1 資本調達手段の額から適格旧Tier1 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）
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